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外来種問題のとらえ方と対策	

千葉大学園芸学部	

小林達明	

本日のメニュー	  
	  
１．外来種問題の背景	  
２．外来生物と「外来生物法」	  
３．外来種の防除対策	
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外来種がなぜ問題なのか？	

○グアムの悲劇	  
　1950年頃に貨物にまぎれて	  
　ミナミオオガシラの侵入	  
	  
　　	  
	
　半世紀の間に、	  
　・最高時の個体群密度100匹/ha（※10m四方に1匹！！）	  
　・陸生鳥類、トカゲ、コウモリの大半が絶滅。	  
	○南西諸島におけるミバエの根絶	  
　，1919年頃にウリミバエ、ミカンコミバエが南西諸島に侵入。	  
　植物防疫法により、全ての果実、野菜類の県外移動の禁止。	  
	
　・ウリミバエ　不妊虫放飼法を1975年開始。→1993年根絶宣言。	  
　・ミカンコバエ　雄除去法を1976年開始。→1986年根絶宣言。	  
　　　　→1993年に沖縄県からの移動規制解除。	  
　・両種の根絶に約226億円の巨費、延べ約43万人の動員が必要。	  

環境省資料（転載不可）	

外来種がなぜ問題なのか？‐生態系被害	

奄美大島におけるジャワマングースの分布
拡大とアマミノクロウサギの分布縮小　 

- 沖縄島・奄美大島でハブ退治のため導入	
- アマミノクロウサギ等の希少動物を捕食	

HAMADA  F® 

平成12年：約３万頭	

↓	

平成２２年：約４百頭	

H17	 H18	 H19	 H20	 H21	 H22	

4.11	 2.58	 0.57	 0.50	 0.28	 0.15	

捕獲効率（1000わな日当たりの	  
マングース捕獲数）	

環境省資料（転載不可）	
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外来種がなぜ問題なのか？‐農林水産業被害	

1993	 2006	

アライグマの分布の拡大　 

-ペットとして飼われていた　　
ものが捨てられ、野生化 

-果実や野菜など農林水産
物に対する被害	

	

アライグマによる地方別農作物被害金
額の推移　農水省生産局農業生産支援課資料
より作成	

環境省資料（転載不可）	
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セアカゴケグモ

分布が確認された市区町村等

外来種がなぜ問題なのか？‐健康被害	

中部国際空港におけるセアカゴケグモ
の発見数の推移　 

セアカゴケグモの確認地点図　 
※出典元：「平成21年度外来生
物問題調査検討業務報告書」	

→近畿地方・東海地方は特に多い。四国、九州地方においても確認。	
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中部国際空港
で愛知県初の
発見事例	

※出典元：愛知県庁作成資料	

- コンテナ等に付着して侵入し、国内に分布
を拡大	
-刺咬により、神経に障害を及ぼすおそれ	

環境省資料（転載不可）	
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鬼怒川河原で増殖したシナダレスズメガヤ	

丸石河原の希少種カワラノギクの実生	
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都市における「多自然化」された河川・・・ 
外来種が蔓延している	

1/10？	

1/10？	

外来種がなぜ問題なのか？‐配慮すべきこと	

○すべての外来種が定着したり、侵略性をもつわけではない	  
　　（10パーセント則 (the	  ten	  rule）（Williamson ＆Fi=er,　1996））	  
	  
　　	  
	

○外来種には、家畜、栽培植物、園芸植物、造園緑化植物、漁
業対象種など、長年人々の生活や文化に浸透、共存するなど、
社会生活で積極的な役割を果たしてきたものもある。	

導入された	  
外来種	

定着	  
した	  
外来種	  

侵略的	  
外来種	  

野外に	  
逸出した
外来種	

1/10？	

環境省資料（転載不可）	
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まず・・・外来生物の問題は、生物におけるグローバリ
ズム問題といえる。 

その対処法・・・リスク分析について	

•  リスク（risk）：人為の影響によって、困ったことが起きる確率。
困ったことをendpointとして具体的に設定し、定量的に評価。	

•  リスク評価（risk assessment）：科学に基づいた情報を用い
て、人為による（環境）影響を評価すること。	

•  リスク管理（risk management）：社会経済的・文化的側面も
考慮して、リスクを低減もしくは管理するために実施できる措
置を特定すること。最小のコストで、最小のリスクに低減する
ことを旨とする。	

•  リスクコミュニケーション（risk communication）：リスクに関
する情報を、市民・産業・行政などあらゆる関係者で共有し、
意思疎通と相互理解をはかること。	

•  予防原則：「科学的な予測確実性の不足は、環境対策を先
延ばしする理由として用いられてはならない」という原則。	
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図　個体群成長のロジスティック曲線と外来植物の移入定着過程
（Hobbs & Humphries 1995を参考に描く） 
①侵入の予防、②侵入の初期段階での発見と対応、③定着した生物
の駆除・管理の３段階で、必要な対策を行うとされているが（環境省編，
2002新・生物多様性国家戦略）、後者ほどよりコストがかかる。	
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意図的導入：外来種を、人為によって、自然分布域外に意図的に	  
　　　　　　　　　　　　　移動及び／若しくは放逐すること。	

非意図的導入：導入※のうち、意図的でないものすべてを指す。	

天敵導入	
（マングース）	

釣り対象魚放流	
（オオクチバス）	

緑化	
（シナダレスズメガヤ）	

エサ導入	
（アメリカザリガニ）	

展示	
（インドクジャク）	

ペット	
（アライグマ）	

水産養殖	
（チャネルキャットフィッシュ）	

学術研究	
（アフリカツメガエル）	

園芸	
（ボタンウキクサ）	

貨物混入	
（アルゼンチンアリ）	

水産物混入	
（カワヒバリガイ）	

船体付着	
（ムラサキイガイ）	

バラスト水	
（チチュウカイミドリガニ）	

※赤字は特定外来生物　　 青字は要注意外来生物	
13	  

外来種はどのように導入されたか	

※導入： 
　外来種を直接・間接を問わず人為的に、過
去あるいは現在の自然分布域外へ移動させ

ること。この移動には、国内移動、国家間ま
たは国家の管轄範囲外の区域との間の移

動があり得る。	

環境省資料（転載不可）	

１９９３（平成３）年締結	

２００５（平成１７）年	

２００２（平成１４）年	

２０１０（平成２２）年	

２００２（平成１４）年	

２０１２（平成２４）年	

l  外来種問題について整理した「外来種被害防止行動計画」を策定	
l  国内由来の外来種を含む侵略的外来種について整理した「我が国の生態系等に被害を及ぼ
すおそれのある外来種リスト」を作成	

２０１５（平成２７）年	

生物多様性条約 第８条	
「締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、次のことを行う。生態系、生息地若しくは
種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは撲滅すること」	

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律案（外来生物法）」成立	

新・生物多様性国家戦略の策定	
生物多様性保全上の危機の一つとして位置付け	 生物多様性条約第６回締約国会議（MOP６）	

外来種に関する指針原則を決議	

生物多様性条約COP１０	
・愛知目標の採択　目標９：侵略的外来種	
2020年までに、侵略的外来種とその定着経路が特
定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制
御され又は根絶される。また、侵略的外来種の導
入又は定着を防止するために定着経路を管理す
るための対策が講じられる。	 生物多様性国家戦略２０１２‐２０２０	

引き続き生物多様性保全上の危機の一つとして位置
付けるとともに、対策の強化についても言及	

14	

外来種対策をめぐる主な動向	

環境省資料（転載不可）	
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　　　　COP10　愛知目標における外来種	

15	

愛知目標（ポスト2010年目標）	
　○中長期目標（自然との共生）：	
　　2050年までに、生物多様性が評価され、保全され、回復され、そして賢明に利
用され、そのことによって生態系サービスが保持され、健全な地球が維持され、
全ての人々に不可欠な恩恵が与えられる。　	

　○短期目標 ：	

　　2020年までに、生物多様性の損失を止めるために、効果的かつ緊急な行動を
実施する。	

　○２０の個別目標：	

	  
	

	
	
	

	

【目標　９　侵略的外来種】	
　　　　　　　　　2020年までに、侵略的外来種とその定着経路が特

定され、優先順位付けられ、優先度の高い種が制御
され又は根絶される。また、侵略的外来種の導入と
定着経路を管理するための対策が講じられる。	

環境省資料（転載不可）	

本日のメニュー	  
	  
１．外来種問題の背景	  
２．外来生物と「外来生物法」	  
３．外来種の防除対策	
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外来生物法の体系	
目的：	
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害の防止	

特定外来生物被害防止基本方針の策定と公表：規制等の基本的な考え方	

特定外来生物	
（政令指定）	

未判定外来生物	
（省令指定）	

指定されない生物	

・飼養・栽培・保管・運搬（飼養	
  等）を禁止（大臣の許可が必要）	
・許可者以外は輸入禁止	
・許可者以外への譲渡禁止	
・野外へ放つことの禁止（大臣 
  の許可等が必要）	

・輸入者に届出義務	
・判定が終わるまで　	
　の一定の期間、輸	
　入を制限	

規制なし	
 
要注意外来生物
リストによる注意
喚起等	

国、地方公共団体、民間団体
が防除を実施	

判定	

その他：種類名証明書の添付、輸入者に対する消毒等の措置命令、調査、普
及啓発、罰則等の規定	 環境省資料（転載不可）	

外来生物法の概要	
（１）目的（第１条）	  

	  
	  
	  

（２）定義（第２条）	

　特定外来生物の輸入、飼養等について必要な規制を行うとともに、
特定外来生物の防除を行うこと等により、特定外来生物による生態
系、人の生命・身体又は農林水産業に係る被害を防止する。	

　海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は
生育地の外に存することとなる生物（その生物が交雑することによ
り生じた生物を含む。）であって、在来生物とその性質が異なること
により生態系等にかかる被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある
ものとして政令で定めるものの個体（卵、種子を含む。）及びその
器官（政令で指定）	

※我が国には生息・生育しない外来生物が対象であり、国内の生息地外から
導入された、いわゆる国内由来の外来種は対象にしない。	

※我が国に概ね明治元年以降に導入された外来生物を対象とする。	
	 環境省資料（転載不可）	
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（３）特定外来生物の規制	

禁止されている行為	

○飼養、栽培、保管、運搬	
	
○輸入	
	
○譲渡	
	
○飼養等にかかる個体を　	
　 特定飼養等施設外で放	
　 ち、植え、種子をまくこと	

主務大臣の許可が必要。	
学術研究、展示等省令で定める
目的のため、省令で定める基準
を満たす施設（特定飼養等施設）
で飼養等する場合等に限り許可。	

主務大臣の許可等が必要。	  
防除の推進に資する学術研究の
目的で行う場合や防除のための
放出に限り許可等がなされる。	  
なお、たまたま捕獲等した個体を
その場で放す行為は対象外。	

飼養等の許可を得ている者は、
例外的に輸入することが可能。	

飼養等の許可を得ている者の間
でなければ譲渡は禁止。これ以
外では、防除の一環や公的機関
への引取のための譲渡は可能。	

環境省資料（転載不可）	

（４）特定外来生物の防除	

主務大臣等による防除の公示	
①防除の目標、②防除の方法、③適正な防除を進めるために必要な事項	

主務大臣等（国）	 地方公共団体	 民間団体・個人	

緊急防除	

計画的防除	
・防除実施計画策定 	
・専門家、地域との協	
議会の開催　等　　	

計画的防除	
・主務大臣の要確認 	
・防除実施計画策定 	
・専門家、地域との協	
議会の開催　等　　	

計画的防除	
・主務大臣の要認定 	
・防除実施計画策定 	
・専門家、地域との協	
議会の開催　等　　	

飼養等（特に保管、運搬）の禁止を、当該防除について適用除外とする	

特定外来生物が鳥獣である場合、鳥獣保護法を適用除外とする。　　　	

私有地に立ち入って防除を行う権限あり。　　	

防除費用を原因者に請求する権限あり。　　 	

環境省資料（転載不可）	
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（５）防除に係る基本的な考え方	

・国は、全国的な観点から防除を進めるべき優先度の高 
い地域から、防除を進める 
・地方公共団体や民間団体等による、地域の生態系等に
生ずる被害を防止する防除も進められることが期待される 

地方公共団体	 民間団体	

○生物多様性の保全の観点から最優 
　先で保護すべき地域 
○広域に定着している侵略性の高い　 
　外来種の防除の支援 
○定着初期の緊急性の高い侵略的外　 
　来種の監視、早期防除	

地域の生物多様性の保全、
農林漁業の振興、住民の安
全確保の観点からの防除	

国による防除	

地方による防除	

国による支援等	

環境省資料（転載不可）	

22	  

Ø  わが国の生物多様性の保全等を図るため、外来種対策を社会の中で主流

化するための基本的な考え方や各主体の外来種問題に対する行動指針を

提示。	

Ø  行動計画の策定により、以下の効果が期待。	

A)  外来種の取扱いに関する国民全体の認識の向上と各主体による適切

な行動の促進	

B)  優先度を踏まえた効果的・効率的な防除の推進	

C)  多様な主体の役割分担と連携に基づく広域的な防除の推進	

D)  非意図的に導入された外来種や国内由来の外来種の対策の推進	

（６）外来種被害防止行動計画（２０１５.３）	
目的と役割	  

環境省資料（転載不可）	
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●外来種対策は生態系の保全、農林水産業及び人の生命等への被害の防止が目的あること示し、外来種問題の基本認識を整理。	  

●生物多様性国家戦略2012-‐2020の「100年計画」「長期目標」「短期目標」「国別目標」を念頭に、2020年目標を掲げる。	  

第１節	

外来種問題の基本認識	
第４節	  
行動計画の対象及び目標	

第３節	  
行動計画の目的及び役割	

第２節	  
外来種対策をめぐる主な動向	

前文	

観点1　全体の基盤等なる対策	  
	

●普及啓発・教育の推進	  
　　と人材の育成　　　　（第1節1）	  
●優先度を踏まえた外来種対策	  
　　の推進　　　　　　　　（第1節2）	  
●情報基盤の構築及び調査研究	  
　　の推進　　　　　　　　（第1節7）	  

観点2　導入・逸出の防止	  
	

●意図的に導入される外来種の	  
	  	  	  	  	  適正管理                （第1節3Ⅰ）	  
●非意図的な導入に対する予防	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  （第1節3Ⅱ）	  

観点3　防除の推進	  
	

●効果的・効率的な防除の推進	  
（第1節4）	  

観点4　地域固有性の維持保全	  
	

●国内由来の外来種への対応	  
　　　　　　　　　　　　　　　（第1節5）	  
●同種の生物導入による遺伝的	  
　  撹乱に関する対応     （第1節6）	  

第１章 　基本認識と目標	  

第２章 　考え方及び行動指針	  

第３章　 国による具体的な行動	  

第４章　実施状況の点検と見直し	

	  

●各主体の役割と行動指針（第2節）　	   1.	  国	 2.	  地方自治体	 3.	  事業者	 4.メディア等	

5.	  民間団体 	 6.	  動植物園・水族館・博物館等 	 7.	  教育機関　	 8.	  研究者・研究機関・学術団体	 9.	  国民	

●普及啓発・教育の推進	  
　　と人材の育成　　　　　（第1節）	  
●侵略的外来種リストの作成と優先
度を踏まえた外来種対策の推進	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                    （第2
節）	  
●情報基盤の構築及び調査研究	  
	  	  	  	  	  の推進                         　（第7
節）	  

●意図的に導入される外来種の	  
	  	  	  	  	  適正管理                         （第3
節1）	  
●非意図的な導入に対する予防	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  （第3節2）	  

●効果的・効率的な防除の推進	  
（第4節）	  

●国内由来の外来種への対応	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  （第5節）	  
●同種の生物導入による遺伝的	  
	  	  	  	  	  撹乱に関する対応       （第6節）	  

●本計画では、４つの観点から外来種対策を推進（第1節）	  

行動計画の構成	  

環境省資料（転載不可）	

在来生物の種の存続又は生態系に重大な被害	

人に重度の障害や重傷	

反復継続して重大被害	

•  在来生物の絶滅のおそれ 

•  在来生物の地域個体群の絶滅のおそれ 

•  生息環境の著しい変化 

•  群集構造、種間関係の著しい変化、遺伝的攪乱	

特定外来生物の対象となるもの？	

生態系への被害	

生命・身体への被害	

農林水産業への被害	

環境省資料（転載不可）	
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2005年に指定された特定外来生物	  	  42種類	  

アルゼンチンアリ グリーンアノール 

オオクチバス ブルーギル アライグマ 

オオヒキガエル	

環境省資料（転載不可）	

2006年に指定された特定外来生物（46種類）	  

アメリカミンク シカ亜科 ウシガエル 

コウライケツギョ ウチダザリガニ	   セイヨウオオマルハナバチ　　　	

環境省資料（転載不可）	
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第一次選定種ー水草 	

•  輸入が年々増加しており、わが国の生態系への侵略
性も高いと考えられることから、とくに重点的に検討 	

•  ナガエツルノゲイトウ（Alternanthera philoxeroides）、
ブラジルチドメグサ（Hydrocotyle ranunculoides）、ミ
ズヒマワリ（Gymnocoronis spilanthoides）の３種を
特定外来生物に指定 	

ナガエツルノゲイトウ	 ブラジルチドメグサ	

第二次選定種ー水草	

•  アゾラ・クリスタータ（Azolla cristata）、オオ
フサモ（Myriophyllum aquaticum）、ボタン
ウキクサ（Pistia stratiotes）の三種がリスト
アップされた。アゾラはアイガモ農法に使わ
れているが、在来種のアカウキクサとオオア
カウキクサは絶滅危惧種で、これらを含む水
生植物との競合や駆逐のおそれがある。不
稔性の雑種系統があり、そちらへの転換を
進める。オオフサモは水質浄化などの目的
でビオトープなどへ意図的導入が進んでい
る。ボタンウキクサは浮遊性の水草で、観賞
用の導入が進んでいる。 	

ボタンウキクサ	
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第二次選定種ー園芸植物 	

•  オオキンケイギク（Coreopsis 
lanceolata）、オオハンゴンソウ
（Rudbeckia laciniata）の二種がリ
ストアップされた。オオキンケイギク
はワイルドフラワー緑化に用いられ、
河原等に逸出して問題になってい
る。オオハンゴンソウは園芸種とし
て古くから用いられているが、日光・
戦場ヶ原などの寒冷地湿原を中心
に逸出して問題になっている。 	

オオキンケイギク	

第二次選定種ー雑草 	

•  アレチウリ（Sicyos angulatus）、オオカワヂ
シャ（Veronica angallis-aquatica）、ナルト
サワギク（Senecio madagascariensis）三
種がリストアップされた。アレチウリはすで
に蔓延している植物だが、河川における防
除事業を支援する意味もある。オオカワヂ
シャも河原で拡大しているが、在来種カワ
ヂシャと雑種を形成する。ナルトサワギクは
侵入間もないが、西日本中心に分布が急拡
大している。家畜に中毒症状が出る。 	

ナルトサワギク	
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第二次選定種ー未導入種  	

•  スパルティナ・アングリカ（Spartina anglica）は、北米産
種S. alternifoliaがイギリスに入って、イギリスの在来種
S. maritimaと交雑し、不稔性雑種S. x townsendiiを形
成したが、それが倍数進化して、強害雑草である本種が
生まれたと言われている。それが北米に戻って、自生の
塩湿地に拡大し、今ではニュージーランド・中国にも入っ
て侵略的に振る舞っている。干潟の自然再生などに使
われかねないので、未導入だが、先行指定する。 	

32	  

指定された特定外来生物は１１３種類！	
分類群	 種　名	

哺乳類	 フクロギツネ、ハリネズミ属全種、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイ
ロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、シカ亜科全種（ア
キシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ）、キョン、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル	
	
	

（25種類）	

鳥類	
カナダガン、ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシチョウ	

（5種類）	
爬虫類	

カミツキガメ、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス、アノリス・アングスティケプス、グリーンアノール、ナイトアノール、ガーマンアノール、アノリ
ス・ホモレキス、ブラウンアノール、ミドリオオガシラ、イヌバオオガシラ、マングローブヘビ、ミナミオオガシラ、ボウシオオガシラ、タイワンスジオ、タイワ
ンハブ	（16種類）	

両生類	
プレーンズヒキガエル、キンイロヒキガエル、オオヒキガエル、アカボシヒキガエル、オークヒキガエル、テキサスヒキガエル、コノハヒキガエル、キュー
バズツキガエル、コキーコヤスガエル、ウシガエル、シロアゴガエル	（11種類）	

魚類	
チャネルキャットフィッシュ、ノーザンパイク、マスキーパイク、カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ホワイトバス、ストライプトバス、ヨーロ
ピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョ、ストライプトバス×ホワイトバス	（14種類）	

昆虫類	
テナガコガネ属全種、クモテナガコガネ属全種、ヒメテナガコガネ属全種、セイヨウオオマルハナバチ、アルゼンチンアリ、アカカミアリ、ヒアリ、コカミアリ、
ツマアカスズメバチ	（９種類）	

無脊椎動物	
キョクトウサソリ科全種、ジョウゴグモ科のうち２属全種、イトグモ属のうち３種、ゴケグモ属のうち４種（ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、クロゴケグモ、
ジュウサンボシゴケグモ）、ザリガニ類２属全種と２種（アスタクス属全種、ウチダザリガニ／タンカイザリガニ、ラスティークレイフィッシュ、ケラクス属全
種）、モクズガニ属全種、カワヒバリガイ属全種、クワッガガイ、カワホトトギスガイ、ヤマヒタチオビ、ニューギニアヤリガタリクウズムシ	（20種類）	

植物	 ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ボタンウキクサ、アゾルラ・クリスタタ、オオキンケイギク、ミズヒマワリ、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、
アレチウリ、オオフサモ、スパルティナ属全種、オオカワヂシャ	（13種類）	

環境省資料（転載不可）	
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生物学的条件	 
被害の甚大性等	 

自然環境・社会経済条件	 
分布拡大/拡散の可能性など	 

侵略性の評価	 

検討対象：	 
既存の文献等から抽出	 

特定外来生物	 
特定外来生物以外	 

※国内由来の外来種を含む	 

継続的なリストの見直し・追加　　　　　　　　　	

生態系被害防止外来種リスト	 

特定外来生物	

要注意外来生物	 発展的解消 
改めて評価 

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外
来種リスト（生態系被害防止外来種リスト）	

環境省資料（転載不可）	

緊急対策外来種	

総合対策外来種（総合的に対策が必要な外来種）	  

産業管理外来種	  
（適切な管理が必要な産業上重要な外来種）	  

重点対策外来種	

定着予防外来種（定着を予防する外来種）	

侵入予防外来種　	

その他の定着予防外来種　	

その他の総合対策外来種	

生態系被害防止外来種リストの構成	

環境省資料（転載不可）	
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生態系被害防止外来種リストのポイント	

評価項目や選定基準を整理し、種ごとに評価・選定理由を明示	

掲載種について理解や対策に資するよう情報を整理	

①定着段階とその定着段階ごとの対応目標の基本的な考え
方	

②植物については特に問題となる地域・環境	

③利用されている種類については利用上の留意事項	

環境省資料（転載不可）	

地域版リストにおいて大切なこと	

•  分布域を経時的に把握	  
•  被害状況を把握	  
•  生育・生息環境を把握	  
•  分布拡大経路・手段を把握	  
•  評価項目や基準は、全国版外来種リストな
どを参考に	
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本日のメニュー	  
	  
１．外来種問題の背景	  
２．外来生物と「外来生物法」	  
３．外来種の防除対策	

状況を把握し、適切な目標を決め、 
計画を立てる	

被害が軽微な状態	

•  拡散の予防が最優先	
•  根絶が可能	
被害が大きい状態	

•  被害を抑えるのに必要な防除のレベルを決
める	

•  拡散を抑えるため、種子生産を止める	
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ブラッドリーメソッド	

•  被害の少ない場所から始めて、甚大な場所
へ進む	

•  攪乱を最小限に‐土を攪乱したら、覆うこと	
•  問題植物の除去速度は、在来植物の生育を
うまく促す程度にする。刈りすぎに注意。	

ただ取り締まるのではなく、皆が
幸せになる解決を目指す	

•  町づくりや景観再生との連携	  
•  農林水産業との連携	  
•  学校教育との連携	
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事例：米国ワシントン州の外来生物管理 
（郡についてはキング郡の例を参照）	

•  米国で「有害雑草連邦法（Federal Noxious Weed Act）」が
できたのは1974年である。その法では現在、水生および湿
生植物として19種、陸生植物として73種と1属、そのほか寄
生雑草を有害雑草としてリストに掲げ、それらの合衆国への
導入および国内での移動を禁じている（合衆国政府印刷局
ホームページ, Part 360: Noxious Weed regulations）。	

•  　ワシントン州はもっとも先進的と言われる「有害雑草州法
（State Noxious Weed Act）」を持っている（キング郡自然資
源・公園局水・土地資源課ホームページ, King Country 
Noxious Weed Control Program）。同州法の公布は1921
年まで遡るが、現在の形ができたのは1987年である。	

•  同州で画期的なことは、植物や種子の運搬・売買を禁じた検
疫管理だけではなく、防除管理を法の中でいち早く位置づけ
たこと 	

•  同州の土地の所有者はすべて、州法に定め
られた植物の管理義務を負っている。有害植
物の防除管理ができていないと認定された土
地所有者は10日以内に、その土地の植物が
花や種子を付けている場合はさらに短く48時
間以内に防除を要求される。要求期間内に
当該の植物を完全に防除できなければ、代
理人が代わって植物の防除を行い、事務手
数料を含めたコストが土地所有者に請求され
るという仕組み 	
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•  有害植物の処理法を根絶eradication、防除control、
抑制containmentとカテゴリー化して定義している。
根絶とは、有害植物を汚染された場所から完全に
取り除くことを示す。防除とは、抜き取りおよび結実
前の刈り取りによってすべての個体の種子生産を
予防すること、および水生植物の散布体の散布を予
防することを示す。抑制とは、有害植物とその散布
体を汚染地域内に閉じこめることを示す。	

•  同州法では、当該外来種の分布拡大状況により、リ
ストをA、B、Cという３つのクラスに分けて植物名を
掲載し、対処法を指示  	

•  クラスA：ワシントン州内で分布がまだ限られている外
来植物のグループ32種。新しい地域への分布拡大
の予防とすでに侵入している地域における根絶が最
大の優先事項となっている。32種が指定されていて、
この中にはクズが含まれている。これらの種の根絶
は州法によって個々の土地所有者に義務づけられて
いる。	

•  クラスB：州の一部では多いがほかではあまり見られ
ない外来植物のグループ。分布が広がっていない地
域では防除が求められ、分布拡大の予防が優先事
項となっている。すでに多く分布している地域では、
防除は郡レベルで決められ、抑制が優先事項となっ
ている。キング郡では52種が指定され、この中にはエ
ゾミソハギが含まれる。	

•  クラスCは州に広く認められるが、農業への影響が懸
念される植物。郡によって防除を行う種を決める。キ
ング郡では3種が指定され、この中には非在来遺伝
子型のヨシが含まれる。	
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•  すでに広く分布するためキング郡では指定はされて
いないが、州法リストB、Cに掲載されて防除が推奨さ
れている植物28種。クサヨシ、イタドリ、オオイタドリ、
キショウブ、イングリッシュアイビーなど	

•  州法リストには掲載されていないが、キング郡が認定
して、防除と抑制および新たな植栽の中止を求めて
いる種6種類。セイヨウバクチノキやイングリッシュホ
リー、ヒマラヤクロイチゴ（Rubus discolor）など樹林
地や草地で旺盛に繁殖している種が含まれている。 	

キング郡有害雑草
制御プログラムパ
ンフレット	
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